
資料４
公社造林あり方検討会会議公開取扱方針案

平成３０年１１月 日

公社造林あり方検討会（以下「検討会」という）の公開については、県民に対し公社造

林に関する検討状況を明らかにすることにより、県の政策過程の透明性の向上と公正の確

保を図るため、次のとおり取り扱うものとする。

１ 会議の公開または非公開の取扱

(1) 検討会の会議は、原則として公開するものとする。

(2) 次に掲げる基準に合致する議案を審議する場合は、会長の判断により非公開とする

ことができるものとする。

ア 滋賀県情報公開条例（平成１２年滋賀県条例第113号）第６条各号に掲げる情報に

該当すると認められる事項を検討する場合。

イ 公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる場合。

(3) 会議を公開しないことを決定した場合は、その理由を明らかにしなければならない。

２ 会議の開催の周知

検討会は、公開の会議を開催する場合（議題の一部について公開する場合を含む。）

は、事務局においてあらかじめ次の事項を記載した会議開催案内を作成し、インターネ

ット上の県のホームページへの掲載により県民に周知するとともに、報道機関に資料提

供を行うものとする。

ア 会議の名称

イ 開催日時

ウ 開催場所

エ 議題（会議の一部を非公開とする場合は、非公開とする部分の議題および非公開

とする理由を含む。）

オ 傍聴者の定員

カ 傍聴の手続

キ 会議概要の公表の時期および方法

ク 問い合わせ先

３ 公開の方法等

(1) 検討会の会議の公開は、希望者に会議の傍聴を認めることおよび会議結果の公表に

より行うものとする。

(2) 傍聴を認めるに際しては、会議の秩序維持のため、別に傍聴要領を定めるものとす

る。

(3) 公開した会議については、事務局において作成した会議概要および会議資料を会議

開催の翌年度末までの間、公表するものとする。

(4) 非公開とした会議についても、公開した会議に準じて、会議終了後、可能な範囲で

開催状況を周知し、会議概要等の公表に努めるものとする。

４ その他

本方針に定めのない事項は、会長が委員の意見を聞いて必要の都度定めるものとする。


